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　標準化の目的は，用語，単位，図記号の統一，消費者保護などの「社会
インフラの整備」と，「産業の競争力の強化」の二つに大別されます。こ
こでは，後者の「産業競争力の強化」の観点から，標準化の役割，標準化
戦略と知財戦略との関係，および経済産業省における標準化活動の戦略
的な推進に係る取り組みについてご紹介します。また，7月1日から改
正JIS法（産業標準化法）が本格施行されていますので，このJIS法の改
正についても紹介いたします。

ビジネスにおける
標準化の戦略的活用

【特別記事（寄稿）】

特集　鉄道分野における国際標準化活動の展開

は製品の性能や評価方法を対象として

いましたが，昨今の国際標準化におい

ては，マネジメント分野やサービス分野，

社会システム分野へと対象を拡大して

きています（図1）。また従来は，研究

開発・知財，標準化，規制引用，認証が

シーケンシャルな流れで進められてい

ましたが，新しい分野を中心に，相互

に連動しながら同時並行で進めて行く

ことが必要となって来ています（図2）。

　1995年のWTO/TBT協定および

1996年のWTO政府調達協定以来，国

際標準化の重要性は年々高まってきま

標準化の役割
　標準化の基本的な意義には，製品の

互換性・インターフェースの整合性の

確保，生産効率の向上，製品の適切な

品質確保，安心・安全の確保，消費者

保護，正確な情報の伝達・相互理解の

促進などがあります。しかし近年では

これに加え，環境保護（省エネ，リサ

イクルなど），高齢者・障害者への配慮，

研究開発による成果の普及，企業の競

争力の強化，貿易の促進などに，標準

化の役割・目的が拡大して来ています。

　標準化の対象分野については，従来

した。昨今の世界市場においては，製

品，インフラなどが優れているだけで

は市場は拡大できず，国際標準を市場

獲得のツールとして活用することが重

要となっています。

　なお標準化には，市場が拡大し，標

準化部分の価格が低下する，製品を共

通化できる，技術移転が容易となる，

などのメリットがある反面，他社の参

入が容易となるというデメリットもあ

ります。ビジネスモデルやサプライ

チェーンでのポジションの違いによっ

て，標準化が市場のプレーヤーそれ

ぞれに異なった影響を与えるため，自

社の領域をクローズにした上でどこを

オープン領域として標準化するかと

いった戦略的な標準化が重要となって

きています。

標準化の種類
　標準の種類は，標準化の過程によっ

て，「デジュール標準」，「フォーラム

標準」（コンソーシアム標準といわれ

ることもあります），「デファクト標準」

に分けられます（図3）。デジュール標

準とフォーラム標準については，関係
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者による合意形成（コンセンサス）と

いう過程を経るために「コンセンサス

標準」ともよばれます。

　デジュール標準は，国内規格の例

としてJIS（日本産業規格（※後述））や

JAS（日本農林規格），国際規格の例と

してISO（国際標準化機構），IEC（国

際電気標準会議），ITU（国際電気通信

連合）などがあります。コンセンサス

方式であることなどから標準制定まで

一定の時間を要しますが，WTO政府

調達協定により，とくに公共調達では

デジュール国際標準を獲得することが

重要となっています。

標準化戦略と知財戦略
　標準化戦略と知財戦略とは，企業内

の事業戦略にとって有力なツールです

が，従来日本では各々独立した手段で

あると考えられてきました。標準化は

技術を普及させる手段としてとらえら

れる一方，知的財産権の活用は，技術

の独占によって自社の競争力を高める

手段としてとらえられてきたのです。

　しかしながら，近年，情報技術分野

をはじめとして特許技術が標準に必須

のものとして含まれる例が増え，欧米

を中心として，こうした標準必須特許

（ある標準に特許が含まれており，当

該標準を利用する際に実施が不可欠と

なる特許）に関する大きな知財係争が

起こってきました。また，グローバ

ル市場での競争優位を確保するための

オープン・クローズ戦略（図4）の重要

性が認識され，その戦略ツールとして，

知財と標準化への的確な対応が必須と

なってきています。このような状況下，

標準と特許はもはや独立した手段では

なく，両者を組み合わせた戦略が有力

なビジネスツールになると考えるべき

です。当省では標準と特許が競争関係

に影響している多くの事例の分析に基

づき，標準と知的財産の戦略パターン

を図5のようにタイプ分けしています。

　オープン・クローズ戦略として自社

の知的財産のうち，どの部分を他者

に公開または使用許諾し（協調領域の

オープン化/標準化），どの部分を秘

匿化または独占実施する（競争領域の

クローズ化）か，また標準と特許の戦

略パターンのいずれを用いるべきかの

判断はきわめて難しいものとなります。

技術自体の特性に加えて，企業のビジ

図2　国際市場における標準化の位置づけの変化

図3　標準化の3形態と知財，技術の所有形態

図4　コア技術とオープン・クローズ戦略
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ネスモデルや事業環境に依存するほか，

タイミングやサプライチェーン上のポ

ジションの影響も受けます。いずれに

せよ，自社の差別化の源泉となるコア

領域がクローズとなるよう，標準化領

域の設定を主導することが，戦略的な

標準化の要諦であると考えられます。

標準化活動の戦略的な推進
　日本としては，2014年5月に官民が

連携した標準化戦略のさらなる強化の

ため，経済産業省と主要産業界トップ

が参画する「標準化官民戦略会議」を開

催し，「標準化官民戦略」をとりまとめ

ました。そして同戦略に沿ってこれま

で，官民の体制整備や，世界に通用す

る認証基盤の強化，アジア諸国との連

携強化を進めてまいりました。同戦略

の概要は以下のとおりです。

（標準化官民戦略の大項目）

1.官民の体制整備

 （1）新市場創造型の標準化制度の構築

 （2）産業界における標準化戦略の強化

 （3）中小企業の標準化及び認証の活動

に対する支援強化

 （4）標準化人材の育成強化

2.世界に通用する認証基盤の強化

3.アジア諸国等との連携強化

4.本戦略のフォローアップ体制の構築

そしてその中で，具体的な方針の代表

例として以下が示されています。

・複数の関係団体に跨
またが

る融合技術や，

中小企業を含む少数の企業が保有す

る先端技術に関する標準化を迅速に

進める制度を構築する

・企業において標準化戦略を事業戦略，

研究開発戦略及び知的財産戦略と一

体となって進めるため，最高標準化

責任者の設置等により体制を強化す

る（図6）

・国際標準化実務の遂行能力のみなら

ずグローバルに通用する交渉力及び

マネジメント力を兼ね備えた人材を

育成するための研修制度を拡充する

以上の方針に基づきこれまで実際にさ

まざまな取り組みが進められてきてい

ますが，その具体例には以下のような

ものがあります。

・少数の企業が保有する先端技術の標

準化について，「新市場創造型標準

化制度」として具体化。新たな市場

の創造や競争優位性に繋
つな

がる標準化

事例が出て来ており，着実に成果を

上げている。

・標準化をビジネスツールとして戦

略 的 に 活 用 す る た め， 標 準 化 に

関する全社的な戦略の推進を担

う最高標準化責任者（CSO：Chief 

Standardization Officer）設置等によ

る，企業内標準化体制強化の動きが

広がって来ている。CSOの設置は

2018年末時点で67社。

・人材教育については，経産省でIEC

等と連携の下，国際標準化交渉をリー

ドできる人材（ヤング・プロフェッ

ショナル）を育成するプログラムを実

施。国際標準化の第一線で活躍する

講師に依頼し，座学のみならず模擬

国際交渉等を通じて，日本提案を英

語でリードできる人材を育成。鉄道

技術の標準化に携わる人材において

も，若手を中心に定期的に本講座に

参加頂いている。

今後の課題
　日本政府として昨年，超スマート社

会である「Society 5 . 0」の実現のため

の戦略的取組について「未来投資戦略

2018」を策定いたしました。さまざま

なつながりによる新たな付加価値を創

出する“Connected Industries”を実現

する上で，あらゆるモノやサービスを

つなぐための国際標準化がきわめて重

要になっています。

　最近話題になっている言葉に「MaaS

（モビリティー・アズ・ア・サービス：

マース）」がありますが，これはさま

ざまな交通手段をまとめて総合的に利

用可能とする新しい「移動サービス」

のことを指す言葉です。日本において

も，MaaSの実証として鉄道とバスや

タクシーなどの地域交通の連携の試み

が複数の地域において進められている

ことを，ご存知の方も大勢いらっしゃ

ることだと思います。

　鉄道分野では，従来は車両，信号保

安，地上電力設備，軌道など，各技術

領域において標準化活動が進められて

きましたが，今後はMaaSのような総

図5　標準と知的財産の戦略パターン
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合的サービスを構成する一つの要素と

しての標準化が進められる可能性も想

定されます。MaaSについては，ISO/

TC 268（持続可能な都市とコミュニ

ティー）/SC 1（スマート都市インフラ）

などで標準化の議論がすでに始まって

います。また昨年，ISO/TC 204（高度

道路交通システム）下にも，MaaSをス

コープに含めたWG 19（モビリティー

インテグレーション）が新設されまし

た。ISO/TC 269（鉄道分野）はISO/TC 

268/SC 1やISO/TC 204とリエゾンを

結んでいますし，これらとの連携・協

力についても，今後さらに重要性を増

して行くのではないでしょうか。こう

いった新たなトレンドを含め，標準化

をめぐる世界の動きに対応するために

は，国内の関係各署の一層の協調・連

携が必要になっていくと考えられます。

JIS法改正
　こうした国際標準化の動きに対応す

べく，この度JIS法が大幅に改正され

ましたので，以下に紹介いたします。

　工業標準化法（JIS法）は，鉱工業品

の品質の改善，生産・流通・使用また

は消費の合理化などのため，日本工

業規格（JIS）の制定とJISマーク表示

制度を定めた法律ですが，この度7月

1日付で大幅な改正が行なわれました。

改正のポイントは，①JISの対象拡大

と名称変更，②JISの制定・改正の迅

速化，③罰則の強化，④国際標準化の

促進に関する規程の追加，の4点です。

　①については，国際標準の範囲に合

わせて従来は対象外であったデータ／

サービス／経営管理などをJISの対象

に追加しました（図7）。またこれにと

もない，「日本工業規格（JIS）』を『日

本産業規格（JIS）』に，法律名を『産業

標準化法』に改めました。②について

は，JISの制定・改正の迅速化のため，

専門知識などを有する民間機関を認定

し，その機関が作成したJIS案につい

て，日本工業標準調査会（JISC）の審

議を経ずに大臣が制定するスキーム

を追加しました（図8）。③については，

JISマークを用いた企業間取引の信頼

性確保のため，認証を受けずにJISマー

クの表示を行った法人などに対する罰

金刑の上限を1億円に引き上げました。

④については，法律の目的に国際標準

化の促進を追加するとともに，産業標

準化および国際標準化に関する，国／

国立研究機関・大学／事業者の努力義

務規定を設けました。

　以上の抜本的な法改正により，JIS

はデータ・サービスまでを対象とする

日本産業標準として新たに生まれ変わ

りました。ビジネスの海外展開を見

据えて国際標準化を行なう場合でも，

ベースのJISがあれば国際標準化をよ

り優位に進めることが可能となります。

今回の法改正を機に，JISのビジネス

戦略への活用が一層進むことを期待す

る次第です。

おわりに
　ここまで，標準化の役割，標準化戦

略と知財戦略の関係と，7月に施行さ

れた改正JIS法について紹介いたしま

した。鉄道は，日本のインフラ輸出戦

略の一角を担う非常に重要な分野であ

り，その戦略推進の上で標準化の重要

性はますます高まっていると考えます。

鉄道技術の標準化活動について，関係

各位の引き続きのご理解とご協力を何

卒よろしくお願いいたします。

図6　企業における開発・標準・知財戦略の一体的推進 図7　JISの対象拡大

図8　JIS制定・改正の迅速化
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